
 

 

 

第１４期 

千曲川下流地域森林計画変更計画書 

（千曲川下流森林計画区）（案） 
 

 

 

長野県長野地域振興局管内 

  長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村 

     

 長野県北信地域振興局管内 

中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

 

 

 

令和４年４月１日変更 

 

  

計画期間   自 令和 ２年 ４月 １日 

至 令和１２年 ３月３１日 
 

 

 

長  野  県 
  

資料 ３ 













 



 



 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

第３ 森林の整備 

１ 伐採 

 (1)～(2)（略） 

(3) 立木の伐採・搬出に関する指針 

立木の伐採・搬出に当たっては、土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るととも

に、生物多様性の保全にも配慮しつつ伐採・搬出後の林地の更新を妨げないよう配慮す

ることを踏まえ、林業事業体等が主伐時における立木の伐採・搬出する場合は、国で定

める「主伐時における伐採・搬出指針（令和 3年 3月 16 日付け 2林整整第 1157 号林野

庁長官通知）」に則して伐採・搬出することとします。 
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２ 造林 

 造林は、主伐後の適確な更新及び過去の伐採跡地、未立木地等による裸地状態の解消の

ために行うものであり、人工造林及び天然更新別に次により定めます。 

 なお、市町村森林整備計画における造林に関する事項は、以下の内容を参考に定めるも

のとします。 

 

(1) 人工造林 

① 人工造林の対象地 【表 3-5】 

人工造林対象地 

木材生産の適地 

森林の有する多面的機能の発揮が必要な土地 

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林 

② 人工造林の対象樹種及び植栽本数 

 人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の

発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が

期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行います。 

 

 造林すべき樹種は、地形、地質、土壌、周辺の森林分布等を勘案し、適地適木を基

本とするとともに、木材需要に配慮した樹種を選定することとします。 

 なお、植栽する樹種の選定にあたっては、事業対象地域に分布、生育する樹種は、

土壌条件や傾斜、水分状況等により植栽予定地と周辺とで必ずしも一致するとは限ら

ないので注意が必要です。適地適木の前提に従って、それぞれの環境に適合する樹種

を選定することとします。 

 また、スギ苗の選定については、小花粉スギ等の花粉症対策品種の導入に努めるこ

ととします。  

 対象樹種とその植栽本数は下表を基準とし、植栽地の状況、苗木や品種の特性等を

総合的に勘案するとともに、生産目標や森林の多面的機能の維持増進を考慮して適切

に定めることとします。  

 また、特定苗木（成長に優れたエリートツリー）や少花粉スギ等の花粉症対策に資

する苗木の選定に努めるとともに、低密度植栽の導入を推進することとします。 

 

【表 3-6】人工造林樹種及び植栽本数一覧表 

樹  種 スギ ヒノキ アカマツ カラマツ 
その他 

針葉樹 
広葉樹 

植栽本数 

（ha 当た

り） 

３，００

０本 

３，００

０本 

３，００

０本 

２，３０

０本 

３，００

０本 

３，００

０本 

 注） 育成複層林施業における下層木の植栽本数は、上記の基準に伐採率を乗じて得られる本数を目安と

し、 

天然生稚幼樹の発生状況に応じて調整することとする。 
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(2)（略） 

(3) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林 

 人工林を伐採し天然更新を計画する場合は、近隣の伐採跡地や若齢の造林地におけ

る天然更新の立木の生育状況、人工林の林床や地表に生育する若齢木及び前生稚樹の

有無、周囲の種子の供給源となる広葉樹林の有無などから天然更新の実施の可否を判

断します。その判断の結果、天然更新による森林化が期待できない森林である場合は、

「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」として定め、適確な更新を確保しま

す。 

 だだし、近年のニホンジカ等による食害により、更新することが困難な箇所もある

ことから、鳥獣害防止対策を検討することとします。 
 

【表 3-14】「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」の設定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成24年3月林野庁計画課編『天然更新完了基準書作成の手引き（解説編）』を参考としました。） 

 

 なお、「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」の設定基準及び設定区域は、

市町村森林整備計画において定めるものとします。 

 

(4) その他 

 該当なし 
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